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発 行 の 挨 拶

自門化学クラブ支部 支部長 田澤和久

3年ぶ りの総会・懇親会を開催出来ました

白門化学クラブ支部会員の皆様、いかがお過 ごしで しょうか。

新型 コロナは依然 として猛威を振るつてお り、 日々の感染者 も多く出ていま

す。その中で政府は新型 コロナの感染症分類を 「2類」から「5類」に引き下

げて、危険性の少ない通常の感染症に指定する予定になっています。

そんな中、昨年 7月 9日 (土)に後楽園キャンパスにて『第41回 白門化学ク

ラブ支部総会・懇親会』を開催することができました。参加者は 18名 (予定 2

0名 )。 コロナ禍で足を運んで参力日していただき感謝しています。また残念な

がら参加できなかった方、欠席された方の健康を考慮した配慮に感謝します。

盛大ではありませんでしたが、総会・懇親会を開催することが出来て幹事一

同、感謝と喜びでいっぱいです。

総会は通常通りに行い、総会審議 (議案 1～ 5号)について満場の一致で可決

させて頂きました。コロナ禍で延期していた役員改正 (第 5号議案)も でき、会

計監査に第 27回 (昭和 54年卒)の川見達彦さんを新しく迎えることができま

した。今まで会計監査は一人体制でしたが、今年から二人体制となり、より精

度の高い会計監査を実施できると考えています。

懇親会はコロナの影響で学校よリアルコール等の提供が禁止されていました

ので、参加者一同でお弁当を食べて親睦を深めさせていただきました。

本年 2023年 は、第42回支部総会・懇親会を7月 1日 (土)に開催しま
す。この頃には新型コロナも感染症第 5類 となり、マスク不要の外出・室内会
合会食ができるようになうていると思います。その時に皆様と元気にお会い

できると考え楽しみにしています。

―

 以  上  一

懇親会風景
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中央大学学員会白門化学クラブ支部

令和 5年度(2023年 )第 42回総会・講演会並びに懇親会

開催のお知 らせ

会員の皆様には、ますます御健勝のこととお慶び申し Lげ ます。

さて、今年も後楽園キャンパスにおいて支部総会を ド記の通 り開催いたします。

今年の講演会の講師は今のところ未定です。大変申し訳ありません。早急に検討 したい

と思つております。

また例年通 りご家族や会員以外の方もお誘いの上、多くの方々にご参加いただけますよ

う、ご案内申し上げます。

記

1.日 F寺 : 2023年 7月 1日 (lL)13日寺30分-17日寺30分 (予定)

2.場所 :中央大学後楽園キャンパス 3号館 lF食堂

① 総 会 :13時 30分～ 14時 00分

② 講演会 :14時 00分～ 15時 00分

講 師 : 関口康平 氏 (ラ ンニングコーチ/中央大学駅伝部元 98代主将)

テーマ :「11央大学駅伝部の歴史とこれから

③ 懇親会 :総会後、実施予定

3.会費 :懇親会出席者のみ

会員並びに卒業生 8、 000円  ご家族 (中学生以下無料)3、 000円
会費は、当日申し受けます。

4。 その他

① 受付は、地下学生食堂入 り口で行います。

② 懇親会での飲み物等ご寄贈を歓迎します。

③ 同封 した 「出欠はがき」は6月 15日 までに必、着でご返信願います。

④ 当日連絡先 :白 門化学クラブ支部長

田  澤  和  久  090-2409-3556

⑤ 受付は13:00以降にお願いします。

以 上
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令和 5年 (2023年)第 42回
白門化学クラブ支部総会 審議議題 (予定)

令和 5年 7月  1日 (土 )

中央大学後楽園キャンパス

審 議 議 案

第 1号議案   令和 4年度活動報告

第 2号議案   令和 4年度決算報告 並びに 監査報告

第 3号議案   令和 5年度活動計画 (案 )

第 4号議案   令和 5年度予算 (案 )

第 5号議案   その他

第 6号議案   報告事項 (裁決外事項 )

1.新幹事追加の承認

このほど S62卒 (第35回 )中村雅俊 さんが、新 しく幹事に
なって頂けることにな りました。
つきましてはご承諾頂きたいと思います。

2.その他   (未 定)

以 上
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白門化学クラブ支部
令和 4年 (2022年)第 41回 総会

令和 4年 7月  9日 (上 )

中央大学後楽園キャンパス

式次第

開会の辞

物故者の連絡
本年度の総会・懇親会出欠連絡葉書より、7名の会員死亡が確認されました。
ここに哀悼を捧げ、ご冥福を祈 りたいと思います。

物故者氏名 (H.27.12.)
(R.2。 1。 25)

(R.2。 7.30)

(R.2。 10.)

(R。 2..)
(R。 3.11.9)

(R。 3.。 )

※死 亡順

第 9回 昭和 36年卒 在田宗司
第 1回 昭和 28年卒 牧 吉雄
第 11回 昭和 38年卒 滝沢孝一
第 5回 昭和 32年卒 岡本義隆
第 7回 昭和 34年卒 千葉 亨
第 7回 昭和 34年卒 中本定夫
第 13回 昭和40年卒 百瀬和男

様
様
様
様
様
様
様

審議議案

第 1号議案   令和 3年度活動報告

第 2号議案   令和 3年度決算報告 並びに 監査報告

第 3号議案   令和4年度活動計画 (案 )

第 4号議案   令和 4年度予算 (案 )

第 5号議案   役員改正 (添付、役員改正表を参照)

第 6号議案   報告事項 (裁決外事項)

1.総会・懇親会出欠葉書回答による会員の退会申請者
(退会の理由につきましては添付・返信葉書のコメントを参照
願います)

第20回 平成47年卒 大森光芳 様  脱会希望

以上



令和4年度 第41回 白門化学クラブ支部総会

総会・講演会・懇親会出席者名簿

御来賓
コロナ禍の対策として、来賓は無し

(支部役職 )

顧 間

常任幹事
会計

常任幹事

支部長

会計監査

幹事長
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未 定

(住所 )

(東京都 日野市)

(千葉県千葉市)欠席

(埼玉県蓮田市)欠席

(東京都八王子市)

(東京都杉並区)

(埼玉県春田部市)

(千葉県浦安市)

(神奈川県横浜市 )

(神奈川県横浜市)

(東京都板橋区)

(千葉県八千代市 )

(埼玉県蓮田市)

(千葉県千葉市)

(新潟県小千谷市 )

(東京都江東区)

(神奈川県横浜市)

(東京都新宿区)

(千葉県浦安市)

(千葉県松戸市)

(東京都豊島区)

会員 (敬称略 )

第  回

第 7回

第 13回

第 10回

第 15回

第 16回

第25回

弔27回

昭和  年卒 (  年)

昭和34年卒 (1958年 )

昭和40年卒 (1965年 )

昭和37鋼「』率 (19611「 )

昭和421「 2率 (1967有三)

日召禾口431三 2韓 (1968毎⇒

昭和52鋼「2率 (19771「 )

昭和531「コ率 (1978自「)

氏名

田中義暉

近藤明義

堀中新一

大嶋久義
井手俊二

林正道

柳奥茂樹
加藤真哉

中村博之
川見達彦
本田義幹
森田光夫

田澤和久

瀬戸晶成

住吉宏明
平井高音
平 栄一郎
中村雅俊

滝口英和

小峯健介

第29回  昭和56年卒 (1981年 )

第32回  昭和59年卒 (1984年 )

第35回  昭和62年卒 (1987年 )

第36回  昭和63年卒 (1888年 )

第51回  平成可5年  (2003年 )

出席者(支部員) 11  名
幹事・顧間    7  名

18  名出席者
当日の欠席    2  名

20     名合計

以  上
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第 1号議案 令和 3年度活動報告・会計報告

令和3年(2021年 )4月 1日 ～令和4年(2022年 )3月 31日 )

1.令和3年度総会の実施
新型コロナウィルスの感染拡大と学員会からの要望により今期の総会も昨年同様に開催中止とし
ました。令和2年度活動報告・会計報告並びに令和3年度活動計画(案 )・ 予算(案)については、
審査回答者を任意に選出させて頂き、葉書による審議を行い反対無しで成立しました。

2.白門化学クラブ会報
会報第18号を2022年度(令和4年)総会開催通知として3月 末日に発行しました。。

3.支部ホームページの運用と改善
会報第17号を2021年5月 19日 にホームページ掲載しました。

4.令和4年 (2022年)総会準備
1)2022年 3月 26日 に総会案内を会報第18号と一緒に総会・懇親会出欠通知葉書を発送しました。

5.中央大学学員会、支部活動への参加
令和3年度(2021年度)の各活動はコロナ禍のため自粛または中止となりました。

6.大学募金・基金への寄付
本年度は実施しませんでした。

フ.新学員へのPR
昨年に引き続き、広報の具体的な方策は学員会事務職との相談による事とします。
諸先輩会員の方に、後輩並びに卒業生への勧誘をお願いします。
理工学部応用化学科主任教授、並びに在学生へのアプローチは、コロナ禍の為中止としました。

令和 4年 4月 29日  中央大学 学員会 白門化学クラブ支部

支部長 田澤和
〈橿り

会計担当幹事 加藤真
響

上記について監査をしたところ、会計処理は全て適正に処理されていることを,認めます。

令和 4年 4月 29日 会計監査   瀬戸品戻覆聾勤

第4号議案 令和3年度会計報告

収入の部 支出の部

科 目 金額 備考 科 目 金額 備考

総会会費 0 総会無し 総会費 19,630

学員会補助費 100,000 2021/9/30 会報発行費 51,300

総会祝い金 0 総会無し 事務。会議費 15,898

利息 2 2021/8/22 学員会参加費 0

利息 3 2022/2/22 渉外活動費 0

募金基金への寄付 0

雑費 0

収入合計 100,005 支出合計 86,828

前年度繰越金 621,110 翌年度繰越金 634,287

合  計 721,115 合  計 721,115
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第 3号議案 令和 4年度活動計画 (案 )

令和4年 (2022年 )4月 1日 ～令和5年(2023年 )3月 31日

1.令和4年度総会の実施
平成4年 7月 9日 (土)後楽園キャンパスにて実施を予定しますが

新型コロナウィルスの感染の状況によつては人の集まる総会を開催中止とし、昨年同様に令和3年度

活動報告・会計報告並びに令和4年度活動計画(案 )・ 予算(案 )については、任意に選んだ支部

会員による葉書投票にて審議を行うこととします。

2.白 F弓 化学クラブ会報
会報第 18号 は2022年総会開催通知として3月 末日に発行しました。
会報第 19号の発行準備を、総会終了後より行います。

第 18号では田中様(7回 S34年卒)の 投稿による記事を掲載しました。

第 19号においても皆様からの掲載投稿を歓迎いたしますので、よろしくお願いいたします。

3.支部ホームページの運用と改善
会報第 18号をホームページに掲載する予定です。

4.令和5年 (2023年 )総会準備
令和5年 3月 末に総会案内を、総会出席通知葉書とともに発送する予定です。

5.中 央大学学員会、支部活動への参加 (コ ロナ禍の影響がない場合 )

全国支部長会議、学員会総会へ参加する予定です。
中大技術士会総会・懇親会に出席する予定です。
その他学員会行事への参加、他支部との交流を進めることとします。

6 大学募金・基金への寄付 (たくみ基金 )

7.白 門飛躍募金への寄付 (多摩と都心の二大キャンパス体制の整備事業 )

顕彰制度があり、駿河台キャンパスの銘板に記名されます。

8 新学員へのPR
昨年に引き続き、広報の具体的な方策は学員会事務職との相談による事とします。
諸先輩会員の方に、後輩並びに卒業生への勧誘をお願いします。
理工学部応用化学科主任教授、並びに在学生へのアプローチを行いたいと思います。

令和 4年 7月 9日  中央大学 学員会 白門化学クラブ支部

支部長    田澤和久

幹事長    住吉宏明

会計担当幹事 加藤真哉

第4号議案 令和4年度予算 (案 )

収入の部 支出の部

科 目 金額 備考 科 目 金額 備考

総会会費 105,000 7000X15 総会費 100,000

学員会補助費 100,000 会報発行費 50,000

寄付金 10,000 事務・会議費 20,000

学員会参加費 10,000

渉外活動費 20,000

募金基金への寄付 20,000

白門飛躍募金 200,000

雑費 10,000

収入合計 215,000 支出合計 430,000

前年度繰越金 634,287 翌年度繰越金 419,287

△
口 計 849,287 △

口 計 849,287
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令和 4年度第 41回
白門化学クラブ支部総会

第 5号議案 役員改選の件

現執行部役員の任期満了に伴い、次期執行部役員を下記の通り提案します。

白門化学クラブ支部 規約 (抜粋)

(役員)

第六条 本支部に次の役員を置 く
1.支部長   1名
2.幹事長   1名
3.幹事 15名 内 (う ち8名 を常任とする)

4.会計    2名
5.会計監査  2名 名

新規役員 (案 )

住吉宏明  S62吉宏明  S62卒  第35回

藤真哉  S52卒  第25回

戸晶成  S59卒  第32回 瀬戸晶成  S59卒  第32回

川見達彦  S54卒  第237回

柳奥茂樹  S52卒  第25回

中村博之  S54卒  第27回

空席

空席

空席

空席

空席

空席

幹事    1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

茂樹  S52卒  第25回

中村博之  S54卒  第27回

空席

空席

空席

空席

空席

空席

栗原 功   S34卒  第 7回

堀中新―  S37卒  第10回

変更無 し

変更無 し

吉雄   S28卒  第 1回

栗原 功   S34卒  第 7回

堀中新―  S37卒  第10回

※ 会計監査の近藤 さんは昨年度退任され、葉書審査により認可されました。



白門化学クラブ総会欠席者葉書近況報告・コメント(令和4年 6月 21日現在)
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白門化学クラブ支部 第41会総会案内 返信 より

(敬称略・順不同)

死亡

退会

近況無・欠席

有効回答数 78名 /回 答率 40.2%出席は幹事6名を含む 出席

前年度(R03)の 有効回答数 72名 総会はコロナ禍で

会員総数

未回答

出席回答 (○ )

欠席回答 (× )

194

116

20

58

近況報告・コメント

(1953)
よろしくおになり、まだ元

324F(1957)

|んとか元気にしております。(代

筆:娘/宜しくお願い申し上げます)

ございます。父は元気で降L

歳。老人施設に居ます。会話は普通に出来ますが、体力が少し落

ちました。引き続き宜しくお願いします(代筆:長男)

今までの病気(心筋梗塞、大腸がん等)を克服し、現在では本年5

月の日立新美術館。東京都美術館までのガラス創作品出展準

備、業界団体のアドバイザーをしています。

1959)

元気に過ごしています。総会に出席を予定していましたが、第4回

のコロナ予防接種を受けることになりやむを得ず欠席とさせていた

田澤支部長様、ごくろうさまです。小生とこ石どころ部分は痛くなつ

てきておりますが、頑張つています。皆様によろ区

…

をもって弁理士をやめ自由の身になりましたが、ヘル
口 F十 ■ 月 ハ Hて Uン ヽ 7F社 工 こ

「

゛ ′ 口 円 V′ 冽 l~0′ ― V― ″ ｀  ～

ニアのため歩行困難であり、現在リハビリにはげんでいます。ある

程度歩行が回復すれば、また皆様とお目にかかりたいと思つて燈
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白門化学クラブ支部 第41会総会案内 返信 より

自門化学クラブ総会欠席者葉書近況報告・コメント(令和4年 6月 21日現在)(敬称略・順不同)

死亡

退会

近況無・欠席

回答率 40.2%出席は幹事6名 を含む 出席

会はコロナ禍で中止

会員総数

未回答

出席回答 (○ )

194

116

20   有効回答数 78名 /
58   前年度(R03)の 有効回答× )

近況報告・コメント

(1959)

35至F(1960)

お役目ごくろうさまです
力、気力がありません

は悪くはないの

2015年 12月 に永眠しました。会報届く度は3回程電話にて

事務所に連絡致しましたが、今だに届きます。今回は葉書で退会
をご連絡致します。会の発展を祈念申し上げます。

昭和36年 (1961)

土・フルボ酸の は東日本大震災の3

日後に発売開始したのですが、まだ増刷し販売されています。さら
に内容の問い合わせが続き、まだ喜びを楽しえません。

1963)

になつております」。 のため、欠席します。

で苦労しています。最近は大変調子が良い

客0た肇碁窪厨雰控裂讐発謡屡堪身確筆警亀議電警湯とを報
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白門化学クラブ支部 第41会総会案内 返信 より

白門化学クラブ総会欠席者葉書近況報告・コメント(令和4年 6月 21日現在)(敬称略・順不同)

死亡

退会

近況無・欠席

有効回答数 78名 /回 答率 40.2%出席は幹事6名 を含む 出席

欠席回答 (× ) 前年度(R03)の 有効回答数 72名 総会はコロナ禍で中止

会員総数

未回答

出席回答 (○ )

194

116

20

58

近況報告・コメント

(1967)

のんびりやつてい

お世話になつております。元

ごぶさたしております。元気でいます。但し、薬の数が増えましナ
元気の源は毎日がウクレレ馬鹿な生活で達者がいいのおかも。

元気でいます。但し、薬の数が増えました。

宜しくお願い致します。

(1969)

杉本人郎

2020年『認知症予防』
2022年 4件5回「週刊女性」に認知症予防の記事掲載。
2022年 9月『ハチロウさんの食卓』アチーブメント社より発売、

小西和也
コロナがこのように永く続くとは考えておりませんでした。残念で
が.本年の総会懇親会も欠席とさせていただきます。皆様の御健
康をお析り申し上げ表す。

(1971

75才元気です。医薬品製造支援コンサルタントをしています。昨年
となった会社の

47年 (1972)
3月 31日 で します。大変お世話になりました。2022年 3月 31日 で脱 会

しくお願い致しま

1975)

日召禾口51」牢(1976) 椎名甲子夫 醤鶏蟻紺■螺豚Fy覗き猫1職繕麗丁■警罠
る気持ちばかりです。役員の皆様ありがとうござぃます。

この頃です。逆に
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白門化学クラブ支部第41会総会案内返信より

自門化学クラブ総会欠席者葉書近況報告・コメント(令和4年6月 21日 現在)(敬称略口順不同)

死亡

退会

近況無・欠席

有効回答数 78名 /回 答率 40.2%出 席は幹事6名 を含む 出席

前年度(R03)の 有効回答数 72名 総会はコロナ禍で中止

会員総数

未回答

出席回答 (○ )

欠席回答(X)

194

116

20

58

近況報告・コメント

52年 (1977) にはいりました。たまに|での 田舎生活も4年 目にはいりました。たまには東京ヘ

たいと思っています。来年こ 出席したいです
の皆様、毎年ご苦労様

です。当方は病気もせず、元気に過ごしております、

1878)

今年、1月 にリタイヤしました。ま

川見達彦
の箱根駅伝を見ましたが、早く上位に出る様になつてほしい

、お疲れ様です。会社に勤めてい
つが 、会社 にし弩ですが 、会社 にいられる事 は畢せ かなと思ってい

会いするこ
す。楽しみにしておりま

こはこの年(65才 )で家を新築し
ます。完成は11月 頃です

に参加 しました

めた警視庁を定年退職しました。4月 1日 から民間企業に再
職し、公務員とは違つた新しい環境に戸惑っていま

2019年 下咽喉癌が見つ

できることをうれしく思い
しております。また
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白門化学クラブ支部 第41会総会案内 返信 より

自門化学クラブ総会欠席者葉書近況報告・コメント(令和4年 6月 21日現在)(敬称略・順不同)

有効回答数 78名

死亡

退会

近況無・欠席

/回 答率 40.2%出席は幹事6名を含む 出席

前年度(R03)の 有効 会はコロナ禍で中止

会員総数

未回答

出席回答(O)
欠席回答(X)

194

116

20

58

近況報告・コメント

センターで社会教育主事として

行つています。市外の方も受講できるので、都民の方、神奈川・千
葉など隣県の方もぜひお立ち寄り下さい。コロナが収東したら、総
会は参加致します。

平成15年 (2003) 小峯健介
18年目になりました。久しぶりにお会いすることがで

きる日を、心待ちにしており
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ごあい さつ

コロナ禍により様 な々ご苦労をされ

ている皆さまにお見舞いを申し上げま

すとともに、皆さまからの大学および

学生に対する日頃のご支援について

心から感謝申し上げます。

中央大学は「賓地應用ノ素ヲ養

学校法人中央大学 llp事長

大村 雅彦

フ」の建学の精神のもと、全学の叡智を結集して伝

統を絶えず刷新し、高度かつグローバルな知の実践者

として、社会の変革の担い手となる人材を育成してま

いりました。中長期事業 計画「ChuO Vヽ ion 2025」

における本学の ミッションは、グローバルな視野と実

地応用の力を備え、人類の福祉に貢献する人材を育

成することです。

私たちは、自らの改革を主体的、継続的に実行し、

学生、教職員、学員 (卒業生)等、中央大学の構成員

一人ひとりが、教育・研究 。社会貢献。国際連携、文化・

スポーツ活動等に取り組み、躍動感あ
'、

れ、ダイナミッ

クな大学を目指します。

大学の主役である学生たちが生き生きとした学生生

活を送り、世界へ羽ばたけるよう、そして母校中央大学

をいつまでも愛してくれるよう、学生の視点に立った大

学をこれからも倉1造 し続けます。

皆さまからのご支援をぜひともお願いいたします。

100年 に一度のコロナ禍の中で学員

の皆様も大変ご苦労されて居られま

すこと′亡、からお見舞い申しLげます。

母校中大もこの厳しい環境の中、

役職員、学生一九となり頑張って居

ります。

中央大学 学員会会長

久野 修慈

母校中大発展への中長期事業計画の大いなる発展

に向け、厳しい環境ではありますが学員の皆様の心暖

まるご支援をお願い申し上げます。

|ユ
__

私たちは、グローバルな視野と実地応用の力を備え、

人類の福祉に貢献する人材を育成します。

そして、中央大学創立150周年の未来へと繋げます。

*中 長期事業計画「ChuO∨ bion 2025」 :第 2期 IM峰 5onよ り

‐ 宝漁本諸

ぷ一響
〓

20創 07版
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感謝をこめて、顕彰制度を あなたの支援が中央大学の

お届けします 今と未来を創ります

:白門飛躍募金 顕彰制度の概要

白門飛躍募金にご支援を賜↓りました皆さまへ、感謝の気持ちをこめてお届け

します。この顕彰は、自門飛躍募金への個人寄付 (累積ご寄付額)が対象と

なります。

【顕彰内容】(個人事付ヽ

1万円 :大学広報誌『One Chuo』 送付。時節ご挨拶・誕生日カード
贈呈。ご芳名発表、その他グッズ贈呈 (限定品)

100万円 :ご芳名を刻銘した銘板設置 (駿河台キャンパス):大 サイズ。

感謝状贈呈

1000万 円:特別感謝状贈呈。特別名誉称号授与・各種大学式典ご招待等

1ご芳名発表

■ 学員時報は紙面及び電子版 (PDF)に 発表します。

■ One Chuo特別号は年 1回、6月頃発行します。
*ご寄付お申込みの際、ご芳名の諾否について承ってお↓,ま す。
*ご指示のない場合は、個人1清報保護のため、「匿名」といたします。
*一部の特別企画など紙面の都合上、一律匿名扱いとさせていただく場合があ

',ま
す.

1個人情報の取り扱い

「中央大学個人情報保護方針プライバシーポリシー」に基づき、寄付者の個
人情報の適切な保護に努めています。

Web募金サイトからお申込みください。

・決済方法は[コンビニ店頭・クレジットカード・ベイジー。

口座振替]から選択できます。

・月々 2,000円 から、継続寄付 (クレジットカード・口座振

替のみ)が可能です。
Web募金サイトからメンバー登録してお申込みください。

[白 門飛躍募金専用振込用紙 (兼寄付申込書)]に て、

郵便局。銀行窓口からお申込みください。

Web募金
サイトは
こちら

本学に対する2,000円 を超えるご寄付は、確定申告により税

制上の優遇措置 (寄付金控除)を受けることが可能です。

なお、①税額控除制度②所得控除制度のうち、寄付者さまが

有利な方をご選択いただけます。

①所得税の控除
(例)観税所得500万 円の場合

>所得控除

寄付額   限度額  所得税率

[所得税額の25%が上限]

控除額

目安表はこちら

>税額檀陰

“
誂_欄)x欄刈。四%田=電o2鋪

(10万円-2千円)X20%X102J%側〓20,012円
[課税所得の5～45%を 適用 ]

(注 )平成23年に公布された特別措置法に基づく課税分

②個人住民税の控除
*お住まいの自治体へご確認くださも`。
*税制上の優遇措置詳細に関しては、お住まいの税務署へお問い合わせください。

企業等法人の皆さまが受配者指定寄付金制度をご利用いた

だくと、寄付金を全額損金に算入することが可能です。決算日

1か月前までに総務部校友課募金担当 (042‐ 674‐ 2442)ま

でお問合せください。

中央大学

■ 総務部校友課  〒192‐0303東京都八王子市東中野 742‐ 1

募金担当  TEL:042‐674‐ 2442 FAX042‐ 674‐ 2435

1ロロl b125‐ grp@gochuo‐u.ac.jp  Ehttps://www.chuo‐ u.ac.jp

隼
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著荷谷キャン スヾ&
駿河台キャン スヾ整備
事業指定は「2-0」 です。

法学部が入る葛荷谷キャンパスと法科大学院が入る駿河台キャンパスは丸の内線

でわずか6分 で結ばれ、相互連携により、優れた法曹の輩出を実現します。

駿河台キャンパスにはビジネススクールも入り、御茶ノ水という魅力的な場所で新た

な展開を実現します。                   ・

また、新たに取得した、後楽園キャンパスに隣接する新小石川キャンパスには、都心

展開する学部学生の体育・課外活動施設を建設予定 (2023年供用開始予定)

です。

後楽園駅で乗り換えて2駅めの市ヶ谷駅には市谷田町キャンパス (国 際情報学

部)もあり、いっそう学際的融合を図り、都心にあることを最大限に生かした人材交

流等、魅力ある都心キャンパスを実現します。

駿河台新キャンパス
■施 工等の理由により、今後変更の可 liL性 があ|り ます ,
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著荷谷駅から

御茶ノ水駅まで

6分

至東京駅

新靭 ス
|

yヽ

●
言荷谷駅

1 後楽園

| キャンパス

ー
、ヽ/―

一

●
後楽園駅

丸の内線上 :こ

キャンノヽスう`ありま寸1

●
御茶ノ水駅

至池袋駅
丸の内線

き営11■

本郷三丁目釈

―

　

…

　

‡

・

言 荷 谷 新 キ ャ ン パ ス ※施二等の理由により、今後変更の可能性があります.
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中央大学へご支援をお考えの皆さまヘ

「One Chuo」 送付

(2025年度末ま

で)

※特別号は

寄付者全員へ送付

ご芳名発表

(来 1)

「学員時報」

「OneChuo特 男」

号」

個人・団体・法人

○

○

感謝状の

贈塁

訪問・郵送等

による贈呈

個人・団体 0法

人

感謝状贈呈

(個人)
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白門識躍募金 顕彰制度に1

称号の授与

個 人

血
一

自門飛躍募金 顕彰制度について

ご支援を賜りました皆さまへ、感謝の気持ちをこめてお届けします

白門飛躍募金の募集期間中 (2016年 4月 1日～2026年 3月 31日 )に賜りましたご寄付の緊計額に基づいて、次の通

り顕彰させていただきます。

白門飛躍募金<Chuo Vision 2025募 金 。中央大学サポーターズ募金 どちらへのご寄付も対象となります>募金名称

顕彰の概要

顕彰例・方

法など

寄付者区分

■万円以上

■0万円以

上

20万円以

上

30万円以

上

■00万円

以上

200万 円

::‖
[:::円

時節ご挨

拶

年賀状

誕生日か

卜
゛

個人

○

○

銘板への刻銘

駿河台キャンパ

ス

落成後設置予定

個人・団体・ 法

人

標準 (個人)

標準 (団体・法

大 (個人 )

標準 (団体 0法

人 )

大 (個人 )

大 (団体・ 法

人 )

(※ 2)

臥
　
　
　
○

膵lmAl′

○

〇
　
　
　
〇

○

○

　

　

　

○

○

○

　

　

　

○
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A

離婚の効果を考える

自鴎大学教授

水野紀子

第四編 親族 第 2章 婚姻

V.離婚の効果

1.は じめに
一―歴史的視座の中で考える

現在,法制審議会家族法制部会では,家族法

改正が幅広 く議論されているが,そ の中でも離

婚の効果, とりわけ離婚する夫婦に子がいる場

合の養育費や離婚後の親権の帰属などが主要な

論点 となっている。読者の皆さんも,父親から

の養育費支払が不十分で母子家庭の貧困が深刻

になっていることや,離婚後共同親権をめぐる

議論の対立などは,マ スコミで目にすることも多

いだろう。しかしこれらの問題が日本で議論され

るようになったのは,そ れほど昔の話ではない。

1982年 に出版 された下村満子『アメ リカの

男たちは ,い ま』1)と いう本は,妻か ら突然離

婚を言い渡 され,離婚後,養育権 を妻 に奪わ

れ,生活費と養育料を払い続けなくてはならな

いアメリカの夫たちによる共同養育権,ジ ョイ

ント・カス トディ獲得運動のルポルタージュ

で,当 時,大きな話題になったものである。こ

の本については,当 代一流の知識人男性二人

(丸 谷才一 。木村尚三郎・山崎正和)の鼎談によ

る書評があるa。 「こぅぃ ぅ男 と女の関係が,

もうす ぐ日本に渡来するとすれば, これはやっ

ば り迷惑な話だと思いました。」 という丸谷才

一の発言を受けて,山崎正和は次のように述べ

る。「ここには何 ら男 と女の普遍的問題は描か

れてなくて,特殊アメリカ的な, しかもアメリ

カの三流の人物たちが苦 しんでいる姿が描かれ

1)ド 村満 了‐『アメリカの男たちは,い ま』 (朝 日新聞

社、1982年 )。
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ているだけで,日 本人 としては大いに安心いた

しました (笑 )。 〔中略〕私は,かねがね日本人

は不機嫌な民族であるということを言ってるん

ですが,不機嫌 というのは『不定形』の気分な

んですね。責任をもって表現された感情でもな

いし, 自己分析に立った主張でもない。 しかし

そういう不定形の気分のレベルで, 日本人はコ

ミュニケーションができるんです。不定型の気

分において自己を表現できる能力があ り,かつ

相手側 もそれを解読する能力がある。 日本の

もっとも横柄な男といえどもそれ くらいはわか

るんです。 ところが気の毒なことに三流のアメ

リカ人にはその能力がないようです。〔中略〕

男たちが,そ れまで幸せだと思っていた家の中

で妻がある日反逆する。『なぜ』 と驚いてます

が,日 本人から見れば,そ れまで兆候がわから

ないやつは鈍感だといわぎるをえません」。

しかし,山崎正和の楽観的予想は,はずれた

といわぎるを得ない。実際には, この書評本が

出版 された 1985年 当時の日本でも,すでに家

庭裁判所では離婚時の子の奪い合いが深刻な争

点となっていた。ヨーロッパやアメリカと異な

り,水面下で行われる協議離婚が圧倒的に多い

ために,紛争の存在が認識されなかったのだろ

う。もっとも,同時にまた,山崎正和が言 うよ

うに,彼の同時代人であった「日本人」夫たち

は,実際に妻 との関係性にもっと敏感であった

可能性 もある。

本連載では, これまでも日本社会が民法を継

受 した頃から現在までの社会の変遷を述べてき

た。読者 と想定される大学生の皆さんには,家
族 というと近代化以降のサラリーマン家庭のイ

メージが前提 とされているのではないだろう

2)丸 谷才一ほか『 ::人で本を読む』 (文藝春秋,1985

年)。 引用は,159161頁 から。
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講座/日 本家族法を考える

か。 しかし日本社会はあまりにも急速に変化し

た。若い読者には,民俗学者・宮本常一による

1・ 忘れられた日本人.]3)と いう名著の一読を勧め

た い。 この本 に は,宮 本 が 1939年 以 降 の

フィール ドワークで聞き取った村の生活がさま

ざまに描かれている。村の寄 り合いにおける超

長時間の議論,若衆宿や娘宿の慣行など,飢餓

のリスクを抱えた貧しさの中,人々は集団で密

接に生きてお り,そ れは現代の日本とはかけ離

れた常識 と生活の出界であったc193/1年 生ま

れの山崎正和が接 してきた日本人は,群れで

育ってきた者が多かったのではなかろうか。明

治民法が立法 された頃の庶民の生活は,近代民

法が想定する社会とは,か けはなれていた。緊

密な集 FNJl生 活の中で成長 した [1本人が多数派

だった当時 |ま ,現在 とは異なり,人 との距離感

がはかれず.他者の思惑が察知できず,一‐方的

な被害者意識を募 らせる傾向をもつ配偶者は,

あまりみられなかったのかもしオしない。裁半1所

に現れる当事者にも,パ ーソナリティに問題が

ある人が次第に多 くなったと,年配の判事が述

懐 していたことがあるc孤立した家庭の中で成

長する日本人が多くなったためであろう。F忘

れ られた日本人Jに 描かれている貧 しい社会

は,捨て子や子の売買など,深刻な問題を抱え

ていたが,他方,そ の社会は,群れによる育児

という安全弁を提供するものでもあった。

西欧離婚法の原型は,すべてが裁判離婚であ

り,離婚後も元配偶者間で扶養義務が継続する

ものであり,そ の後の破綻主義離婚法への改正

においても,離婚時の法的保障が婚姻中の配偶

者間の平等な関係を担保すると考えられた。裁

判離婚は ,単 に離婚意思を確認することではな

いc以前,裁判離婚制度のより広範な導入につ

いて,あ る裁判官 と議論 したとき、彼は,すべ

てを裁判離婚にすると,裁判官が「離婚 します

3, |'1本 1: 『忘オしられた |1本 ノ、.J(ギ 1波 il:ム
ii, 1984

イ
11)。 また.網野声キ彦 FI忘 れられた日本人 |を 読むi(ノ |

波 |||サ lil.2003年 )は ,こ の名著のよくできた解
`り

[:I「 であ

る。個人的に感 llll深 かつたのは,195()イ |:代 初1り |の 網野津i

彦が 1観念的・公式的なマルクス li義 者1であったと|:1称

していることて (71′ でなど),かの網 lF善 彦でさえそうで

あったとすると,マルキシズムの影孝1カ の大きさを痛感す

る.型、は,か つて,|1本 の民法学が、!1111法 と家族法とを
1分 ヒ́て, IIイ 171法 を|れ :ド:交 換法 と1立 |「Iづ ける″II:」 につい

て、「 ll若 の東洋法思想の感覚 とマルキシスム思想のキメ

ラ |(以 卜の文1状 の 51,1)と ,(西古?)lil′ したことがある.

水野紀 ri家族法 と在、法 14N系 :小 |||八 11了・ 水TFtt r編

『料l族 11)婚 対‖・断i婚 [力i家族法実務人系11)〕 J(新 日本法規

出llt.2008年 ,461′ !以 卜.L(法 学におけるマルキシズム

ね ?Jと 首振 り人形のように意思を確認するだ

けになってしまう, と反対 した。 しかし裁判離

婚は,離婚の効果まで合めた不百∫欠の確認過程

であ り,離婚効果のチェックを通 じて,離婚合

意の妥 当さも担保す るものであ る。内容 を

チェックしない意思確認が一人歩 きする問題

は, 日本家族法に通底する1'c

かつての「1本社会の密接な共同生活の中で行

われた離婚は,そ のような西欧法 とは大きく異

なってお り,共同体の事実 卜の監視の下におけ

る「家」のメンバーの出入 りであって,結婚に

よって「家」を移動 した配偶者が,「婚家」か

ら「実家」へ戻ることであった。共同生活を前

提 として戸主が扶養義務 を負う家族の単位は,

あくまでも「家」であ り,明治民法の「家J制
度は,そ ういう生活実態を民法に反映 しようと

したものであった。戦後の民法改正は,離婚給

付 として財産分与を立法 し,「 家」制度を廃止

したけれども,婚姻共1司生活の解消がもたらす

諸問題に対 し′て,具体的な法的規律を及ぼそう

とするものではなかった。すべてが当事者購1の

合意に委ねられた白地規定の内容は,戦後,実
務において次第に内容が補われてい くことに

なった。離婚の効果は,大 きく分けると,身 分

上の効果と財産上の効果に分けられる。以下で

具体的に見てみよう。

2.身分 上 の効 果

(1)婚姻の解消と氏変更

離婚の身分上の効果の筆頭は,婚姻が解消さ

れること,つ まり三行半の内容がまさにそうで

あったように,独身になって,再婚が自由にな

ることである。そして「家」制度のもとでは,

前述 したように,離婚は「婚家二から「実家J

に戻ることであったこ

の影響も改めて振 り返ってみる必要があるかもしれない。

4)   ″」として ,運ユiが 考ヽげら1■ る。 |14く ユ:υ)をい|::il「

`:1遺
;:の 実務では、公i正 人は機械的に遺 :i意 思を確認して

遺 |:を 登録するが、 フランスの公i:「 人は,ホ ームローヤー

として遺 tiの 内容にもチェックを効かせる。その際の公li l:

人の根拠となるのは,かつては 1コ ーズ (causc):と いう

概念て,つ まり無償契約のコーズの不存治:を 武濯|に して、

イイ)'1な 1人 17下 の

'菫

liに ならないようにアドバイスをしてき

た.2016年 の契約法改 II:に よってコーズが廃 Illさ れた後 ,

フランス民法の新 1135条 2」,`1は 、忠句 (‖ll′ ,と 遺‖中1)の

動機に111り
^る

fll誤 は, そオしがなけオt`ゴ恵′ブ者が処分をしな

かったであろうときは、無効とする規定をli贅 け,現治:も こ

の条文にりitづ いて内容チェックが行われている。

MAY 2022/No 500/法 学教室 059
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離婚 と並んで,婚姻の解消事由となるのは,

配偶者 との死別である。 もっとも「家」市」度の

もとで,離婚は自動白いこ「婚家」から出ること

を意味 していたが,死別はそうではなかったっ

戦後の改1三 時にその点が議論にな り,「家」を

出る効果が,姻族関係の終了と氏の変更に分解

され,ど ちら{)生存配偶者のみの意思に委ねら

れることになった。具体的には、姻族関係につ

いての 728条 2項,氏 についての 751条 1項の

規定であ り,前者に基づ く姻族関係終了届は「死

後離婚届」などと言われているようである。これ

らは運動 しないから,婚氏を名乗 りつつ姻族関

係を終了させることも, その逆 も可能である。

明治民法においては,氏 の異同は「家1の異同

を意味 したから扶養でも相続でも大きな効果を

もったが,現行民法の改氏の効果は,祭祀財産

の承継に関する効果だけであ り,離婚の際の氏

の変更に伴 う効果としての祭祀財産の承継に関

する 769条が 751条 2項 によって生存配偶者の

復氏と姻族関係終 i′ の場合に準用されている。

もとより氏変更の民法上の効果が祭祀財産の

承継 という些細な内容であっても,氏 の変更そ

のものが,氏名権 という人格権にかかわるあま

りにも大きな内容をもつものであることは,い
うまでもない。当事者の意思に基づかない,氏
の強制的変更は,極力,避 けられなければなら

ないcし かし戦後改正時には,離婚の場合の氏変

更は,自 動的 。強制的なものとされたままで,死
別の場合と異なり議論の対象とはならなかった。

その後,離婚時の復氏について,1976(昭和

51)年 に選択制が成立 している3).こ の前年で

ある 1975(昭和 50)年 は国際婦人年にあた り,

|■li菫 は 1976年 からの 10年間を女性の地位向上

に努める「国際婦人の 10年 」 と定めた。 日本

政府 もこの国連の動 きに同調 して,1975年 9

月「国際婦人年にあたり婦人の社会的地位の向

上をはかる決議Jを 採択 したっこの動 きを背景

に、1976年 の民法改 7Eで ,婚氏続称制度が ,

当時としてはごく珍 しかった議員立法によって

成立 した。この議員立法を主導 したのは,当時

社会党代議士であった佐 々木静子弁護士であ

る。婚氏で活動 していた佐々木自身が離婚によ

る強制的復氏で苦労 した経験から, この議員立

法にいたったものである.彼女は本当なら婚姻

5)な お、この改 ||:|IIに 養 了縁れ|の 離縁 ||キ の復氏につ

いても,816条 2 1riで 強制的復氏が選択的復氏に変更され

ているが、縁氏が続称できるのは1'「 縁判|が 7イ |'継 続 して

時の選択的夫婦別姓制を立法 したかったがとて

も通 らないとあきらめたと述べているが,191)6

(平 I友 8)年婚姻法改正要綱の法制審決定があっ

ても通 らなかったのであるから,そ の判断は当

然のことであったろう。婚氏続称でさえ,当 時

の国会では,普通の女性は離婚 したら復氏する

もので,弁護士や国会議員のようなごく例外的

な女1生 しか利用 しないだろうと予測する意見が

多かった。佐々木は関西初の女性弁護士であっ

たが,現在は,そ の当時とは異な り多くの女性

弁護士が活躍 してお り,氏 の変更のもたらす職

業上の弊害は広 く共有されている。そして婚氏

続称制度は,職業上の必要性のみならず,子 と

の同氏を望む等の理由で,実際には離婚女性の

3害1程度が利用 している。

本連載第 2回 (488号 )「戦後改正を考える」

で.戦後改正の「家」制度廃止によって,「 家1と い

う同籍者の基準を失った戸籍は、「家」の代わ り

に「民法上の氏」を用いるようになったが, この

基準の構成にはいろいろと無理があると述べた.

婚氏続称を利用 した元配偶者の戸籍は,婚姻中

の夫婦の戸籍から抜けて別戸籍となり,婚姻中

の氏 と「呼称上の氏」は同じだけれど、「民法

上の氏」は異なるものとされ,そ の「民法上の

氏」は婚姻前の氏と同じだという理屈になる。

離婚後の親権の帰趨については,両親の自己

決定にlfせ る一方で,791条 1項 は,親子の氏

が異なるとき,家庭裁判所の話I可 を経て,子 の

氏を変更できると規定する。 この氏変更の重い

手続は,戦後改正で設けられたもので,12法者

は,「家」市1度廃 [L後 も,氏が「家Jを 意味す

る発想を引きずっていたから,氏 の変更は子の

処遇を実質的に左右するものだと考えたようで

あるc子 にとっても氏名権は大きな意味をもつ

からという15J lllな ら重い手続 も理解できるが,

現行法はそうではない。「家」の変更にftわ る

「民法上の氏」の変更については,裁判所の許

可が必要だが,「呼称上の氏」の変更は,戸籍

届出だけで可能である。具体的に,独身時代に

海野桜 という娘を産んでいた海野花子が,山「 1

太郎 と山田姓で結婚 し,山 田一郎が生まれた

が,山 田夫妻は離婚 して,花子が一郎の親権を

取得 し,花子は婚氏続称 したという場合で,子
の氏変更を考えよう。離婚後の山田花 14の 戸籍

いる場合に限られている。氏を変えるだけのll的 で子|り昏
‐す

る 1`1 li 4は いないだろうが,it F縁糾|の 場合はその目的た

けで利サ|」 される111能 ‖:が あるからである.
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講座/日 本家族法を考える

の民法 11の 氏はかつての海野花子の戸籍の民法

上の氏 と同一なので,花子の戸籍への人籍届だ

けで, 海野1妾 は1lJ EI桜 にヲ蛭更て,き る。 しかしイと

子が,自 分の戸籍に 郎́を入れたいと思 うと,

山田 郎́の呼称上の氏は同じ山田であるにもか

かわらず,家裁の許可が必要になるのである。

戸籍を基準に作った「家J制度が廃止 された

後,「氏」を基準に戸籍を運用 しようとした技

術的なつじつま合わせがおかしな結果をもたら

しているが,戸籍制度の背景には自営業を営む

イエの伝統があったことを思い出してみよう3

終戦直後の日本では,ま だ過半数が農業人[Jで

あつたcイ エの当主は,家族 メンバーを扶養す

る義務を負い,家産は,家族メンバーの生活の

基盤であったこ しかし現在の農業人口は 1割 を

大きく害Iり 込んでお り,サ ラリーマン家庭が圧

任1的 である。サラリーマン家庭における離婚

は,家族メンバーの入れ替えではなく,家族そ

のものの解体であ り,法による保護がより確実

に必要であるc

(2)子の処遇

身分 たの効果のうち,最大の問題であるのは

子の処遇である。本連載第 7回 (494号 )「 婚姻の

効力を考える」で,西欧の法律家たちにとっても

子の処遇は難問であ り,「金銭は分けられるけ

れど、子どもは分けられないからねえ」 といい

つつ,家裁の「調停」に興味津々であったことを

紹介した。たしかに子の養育に離婚後の両親が

どう関わるかは難間であるが,養育費支払につ

いては,西欧法は,基準も強制力も確立してい

る。 しかし日本法は,離婚後は子を引き取った

「家」が事実上負担するかつての慣行が尾を引

いたためか,養育費支払の強制力が確立 してお

らず,離婚後の母子家庭の貧困が深亥1で ある。

婚姻中は父母の共同親権であるが,離婚後

は,765条 1項 ,819条 が単独親権になるとし

ているcさ らに離婚後の子の監護に関する事I頁

を定める766条は,親権者 とならなかった親が

監護する監護権者 となりうることなどを規定 し

ている。

明治民法では,親権は原則 として父にあ り,

離婚後 も親権者は変わらなかった。離婚 した母

6)規 格や WIIた 権の概念については、 人11敦 志「親

権・懲 Hk権 ・‖l護 権―― lllttt`FIIの 試みJ野 1111弘 先■ lII

稀 :記 念論文集『民法の人来」 (1絆 l「法務.2014イ 11)559 JJ

以 卜参!照 c

は,子を婚家に置いて実家に戻 り,子 の登下校

の途中に電信柱の陰からそっと子の成長の様子

をうかがうというのが,通 り相場だったのであ

る。もっとも,親権者である父が実際に育てる

ことが難 しい乳幼児の場合もあるので,親権の

刃千/1 と,ま 婦1に , fサ に留:離Eさ ―せらオしるようにし

た。戦後改正は,そ れを機械的に男女平等に変

更 し,両親の合意に親権者決定などすべてを委

ね,合意ができなかった場合は,法的基準を設

けないまま,家庭裁判所の判断にまかせた。親

権 と監護権の内容や行使の調整については,詳
しくは議論 されないままであ り6),実 際には当

事者の力関係が決定する現状が圧任1的 であっ

て,そ の現状を法が強制的に変更する力は,基
本的に発揮 されなかったc

戦後もしばらくは父親が親権者になる場合が

多かったが,や がて母親が親権者になる場合が

徐々に増加 して,1965(H研目40)年 頃に逆転 し、

母親が親権者となる割合がどんどん多くなって

いく。その当時の学説には,親権 と別に監護権

を定める 766条を批判 し、母親が親権者 となれ

るようになったからには,監護権は不要である

とする説が多かった。 しかしやがて両親がどち

らも親権者 となることを主張 して子の奪い合い

が深刻な争いになってくると,親権者 と監護者

を別々に設定することで紛争をおさめる必要性

が主張された。現在の離婚後共同親権立法論に

つながる判断である。

さらに親権や監護権の所在 とは別に,実務

は;欧米法のヴィジテ ィング・ライツに倣 っ

て,lll会 交流 (か つては面接交渉といわれるほう

が多かった)を 認めるようになった。婚姻中で

共同親権をもっていても,別居 して子に会えな

い親権者が面会交流を中 し立てる場合 もあれ

ば,離婚後に親権をもたず監護 も委ねられない

親が要求する場合もあった。 この面会交流は条

文上の根拠がないまま運営されていたが,20H
(平 成 23)年 の改正法 は,766条 に「面会及び

その他の交流」 という文言を付け加えた。そし

てこの条文の立法後,家庭裁判所の実務では,

原則的に面会交流を実施する傾向が現れた 7)。

しか し家庭裁判所 に現れる両親は,多 くの場

合, きわめて高高藤の関係にあ り,面会交流を

lri及 び審l llの /1り 方――民法766条 の改 ||:を 踏まえて1家
サ114巻 7)」 (2,12(11)l rf以 卜など。私 |′ 1身、法市1審 i義 会
での アヽ法作業に加|わ っており、この改 ||:を Jl案 したル:場 で

あったが,実務における原;川 的実施は予;Uiし ていなかった.
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スムーズに実施するのは難 しい=支配的な当事

者が面会交流を復縁や支配の継続の手段 とする

こともあり,そ の弊害から面会交流原則実施論

への批判も強 くなった8)c

籠i会交流の難 しい両親に提供される,現在の

面会交流支援 としては,公益法人である家庭問

題情幸反セ ンター (Fanlily l)rOblenls lnibmlati011

Ccnter i FPIC)に よる支援が代表的なものであ

るc「PICは,元家庭裁判所調査官たちが主体

となった組織であ り,利潤追求の営利団体では

ないが,利用するにはそオ1ン なりの費用もかかり,

この難問の解決策としては限定的なものである。

前述 したように,現在,離婚後の共同親権を

認めるか どうかが, 民

'去

こ文iIの 大 きな争点 と

なっている。西欧法が離婚後共同親権に道を開

いたのは,離婚がありふれたことになり,夫婦

としては失敗 した両親であっても,親 としては

協力して子を育てようという姿勢をもつ両親に

道を開 くためである。また,離婚後単独親1在 だ

と離婚市iの 子の奪い合いが熾烈になりがちであ

り,そ の争いを軽減する狙いも強かった。それ′

でも離婚 した両親が共同親権を行使することに

は, とかく困難が伴いがちである。以前1離婚

後共同監護がうまく機能する条件を列挙 したア

メリカ法の論文を,家裁裁判官と共同の研究会

で紹介したことがある。両親が冷静に子の利益

を優先できること,子育てに共通の価値観 を

もっていることなど,列挙 されている条件を聞

いた裁判官が,「 そうぃぅ夫婦は, 日本では離

婚しません」と首を振って述べた感想が印象的

であった。 とはいえ,家裁に現れない協議離婚

のうちには,離婚後 も協力して共同親権を行使

できるカップルがいる可
‐
能性はあるだろう。ま

た子の奪い合い紛争が子の福祉にとって望まし

くないことは確かである。現状では,別 居時に

子を確保 した側が離婚後の親権を得る確率が圧

倒的に高いから,離婚を望む配偶者は,同居 し

ている家庭から去るときに,子 を連れて逃げる

ことになる。また子を連れて逃げた後 も,実力

で奪い返 されることを怖れて,子へ片親の悪「11

を吹き込むことになりがちである。

それでは, 日本でも,離婚後共同親権が立法

されるべきだろうかっ将来的には,そ の方向に

8)梶 村人 lij・ 1(谷 川京 r編 格 F」
4ど も中心の1白 i会 交

流―― こころ■)発辻誦1床・裁半1りこ務・法学イリ「究・
1白 1会支援

の1真域から考えるJ(日 本珈1除 |111反 、2015イ 11)な ど。

9)|1本 も2014年 にハーグ 」
′
奪収条約に加1糀 |し たが、

日本人の「常識Jに 従って r連 れ嘴l[:1し た |1本 人要 (母
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進むのが筋 といえるだろう。 しかし現状では,

慎重に考えぎるを得ない。いささか乱暴な比喩

ではあるが,離婚後共同親権は,建物に西洋風

の両開きの窓を作って新 しい風を入れるべきだ

という主張のようなものである。家の建築手法

としては,た しかにそのほうがいいだろう。 し

かし家の土台が沼地で,そ もそも家全体が傾い

て崩れかけている状況では,窓 を作ったところ

で,窓 からも泥が入 りかねない。なにより必要

なのは, まず傾いた家を支え,上台を固めるこ

となのである.

西欧法が日本i去 と大きく違っているのは, 子

を連″して逃 |ダ るという自ノJ救,斉 の禁lllと , そク)

禁止の前提 としての救済の保障である。つま

り,国家が助けるから逃げるなという制度であ

り、ハーグ子奪取条約は, これらが制度化 して

いる国同十で,国境を越えて自力救済をした場

合に,も との国に戻 して本来の手続に戻すとい

う条約である9'cし かし日本法は, これらの制

度化がどちらも確立 していない。かつて子を婚

家に奪われた母は泣き寝入 りするのが常であっ

たが,妻に子を連れて逃げられた父たちは,自

力救済の禁止を求めて積極的に活動 している。

離婚後共同親権の立法提案前は,「親子断絶防

lll法 案」や「共同養育支援法案」が議論された

が, 立i去 には至 らなカド,た 。 こオしらσD法案は,

抽象的な精神論を除 くと,母親が子を連れて逃

げることを地方公共団体が支援することを防ぐ

点に眼目があった。DV被害者対策が遅れてい

る[1本では,市町村などの相談窓目がわずかな

支援を提供 してお り, この支援を奪 うことの弊

害は,大 きいЭ

日本では,I)V被害者は,自 力で逃げなくて

は救われない。ある家裁調査官は,端的に次の

ように述べる。「家庭裁判所は「福竜L的性格J

をうた」 うが,「 それはあ くまでも当事者のも

つ意欲や能力や資源をもとにして,当 事者がそ

れらを通切に活用できるように, うしろから援

助するにとどまるものである。家庭裁判所が先

に立って,新たな事実を倉1造 できるものではな

いJ10)っ つまり日本法は,弱者が救いを求めた

ときに,公権力が家庭に介入 して弱者を救済す

るという家族法になってお らず,当事者の自力

親)が、 了の常九,|サ リi111へ の返選命令に従わず、強市l μt行 も

奏功しないことが多く,|1電題視されている。

10)佐 4均 洋人 1怨 念アプローチと鎮魂アプローチJ家
1洲 1協な性:;よ 14);(1984イ |:' 731'1.
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講座′′日本家族法を考える

救済を前提 とするのである11)c離婚後共同親

権についても,そ れが条文に書き込まれただけ

では,実効性は保障されない。他方,1)ヽアや児

童虐待のように家族間に暴力や支配があるケー

スにおいては,親権行使を回実に加害者がつき

まとい,極端 な言い方をすれば,公認ス トー

カーを承認することになりかねない。

このような日本,去 に対 して,た とえばフラン

ス民法 515-9条以下は,次のような DV保護命

令を規定 している。裁判官は、被害者ないし子の

危険の疎明があったときに期 日から10日 以内

に保護命令を発出する。保護命令の内容は,接
触ないし面会の禁止命令,指定場所への移動禁

止命令、凶器の保持禁止・提出命令,被害者の

医療費等の負担命令,啓発授業の受講命令,住居

についての裁定 (従 来の住まいは、原則として加

害者ではない側に割 り当て,費用負担は加害者で

ある),住 居所の秘匿許可,連絡先を弁護士ない

し検事とすることの許可,親権行使,面会交流 ,

婚姻費用分担などについての裁定などであるc

さらに,そ もそも問題は子の奪い合いの場面

に限られない。親権行使への公的介入,つ まり

親に何 らかの問題があって, うまくいかない親

権行使に,き め細かくときには強制的に指導 し

て、子の健康な育成状況を確保する必要があ

る。DVI果境は児童虐待環境でもあ り,詳 しく

は親権法で述べることにするが,不適 L7Jな 親権

行使への公的介人も,フ ランス法の規模は, 日

本法 と比較にならないcフ ランスでは,児童精

神科医が定期的に幼稚園などを回 り (3才 から

義務教育である,,保育者や教師 と相談 して,生
育に問題がある子どtDを 発見すると,家庭環境

に調査が入る。その結果,親の育児に問題があ

ると判断されると,ケ ースワーカーを派遣 して

親の育て方を監督する。親がその監督に同意す

れば、市と契約 して監督が行われるが,同意 し

ない場合は,検察官が提訴 して親権制限 (育 成

扶助)判決が下されて、強制的な介人が行われ

るこ この判決数 は,年 間約 10万 件近 くあ り,

ll)本稿の校I時 に,東京地判イ)]14・ 3・ 25の 報通に

1妾 した (朝 ||わ i出 ト ュース 2022 fl:3サ 13()||||」 |li).親 i在

者を元人と定めて協議離婚 した後,1り び|:Jム
IIし ていた元要

が fと もを連れて別サi:|し た J「 案で,東京地裁は、「 rど も

を守るために必要だった」というノ亡女の抗弁を退け、元女

と,元女に連れ出しを助
`iし

た弁維 卜にも,村 tキ
iF賠付

'1を 命

じた。元要はすでに親lrl者 ではなかった点で婚姻中の別ムII

とはザ(な るが、協I義離婚の場合はれ[格:者 の決定が妥 )11で あ

親権制限の継続期間からすると,約 20万 人の

子 どもたちがケースワーカーと判事に見守 られ

ながら親権制限下で過 ごしていることになる。

フランスのほぼ倍の人口をかかえる日本におけ

る親権制限判決数は,親権喪失審判 30件,親
権停止審判 13()件 ,児福法 28条 1項 による人

所許百f398件 (2020年 )で ある。

『忘れられた日本人』の社会が失われて近代

化したときに,社会福祉が財 とケアの下支えを

しな くてはな らなか ったが,本 連載第 2回

(488号 )で述べたように,[1本 は,高度経済成

長期に,財は企業が常勤男性労働者に生活給を

保障することによって,ケ アは主婦に委ねるこ

とによって安上が りの社会福祉 を構築 してき

た。ケア労働の主たる対象は,育児と高齢者介

護であるが,そ の後,老 人問題は年金が充実

し,介護保険の制度化によって、高齢者介護の

問題 1)大 きく進展 したcそ れに対 して,育 児支

援はきわめて貧弱なままである。なにより日本

では,育児支援の公的予算を,現状 より遥かに

増やさなくてはならない。

最後 に,両親間の子の奪い合い紛争におい

て,子 自身に決定させようという意見について

触れておこう。児童の権 T・
ll条約が定める子ども

の意見表明権 という概念を離婚事件に適用 し

て, このような主張をすることに,型、は反|・lで

ある。 もちろん子の様子は丁寧に観察 しなくて

はならず, どちらの親 といた方が子の福祉にか

なうかは慎重に調べなくてはならないが,子 に

どちらの親を選ぶかと聞いてはならないD子が

自らどちらの親 といたいかを主張 した として

も,そ の希望によって決めたと言ってはなら

ず,裁判官が決めたとしなければならない。了・

にこのような選択をさせることは,残西告な拷問

となりうるからであるc

次回は,離婚の財産上の効果について考察する。

(み ずの・のりこ)立

る保障はない。 この 11「 件の!(体 的な1'実 は不 |り ]で あるの

で,あ くまでも 般I:命 としてであるが,れll佑 :者 父からのり|

渡 しi古 求を権 I・ ll濫サIJと して退けたit決 |`え 成 29・ 12・ 5民 集

71巻 10'」 1803)′〔も,父 を親lrl:ィ とした協議離婚 ||キ の合

意に|∴ |1趣があったケースであった。支援者もItillttli打 1を 命

じられると、 日本の」)1状 を前捉とするとイ(I」 欠の救済 ft段

である被γf者 の 1逃 げる自由:が ll!な われることが危瞑さ

れる.
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人権のひ曇目
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次目

裁
判
官
の
立
場
で
考
え
る

死
刑
制
度

私
は
、
平
成
１２
年
９
月
１４
日
か
ら
同
１６
年
１
月

５
日
ま
で
の
約
３
年
４
ヶ
月
最
高
裁
判
所
裁
判
官

と
し
て
勤
務
し
ま
し
た
。
就
任
時
に
配
付
亡
れ
た

資
料
に
は
、
私
が
所
属
し
た
第

一
小
法
廷
は
死
刑

事
件
が
数
件
係
属
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
２
件

は
私
の
主
任
事
件
で
し
た

（後
記
参
考
事
例
）
．

こ
れ
ま
で
刑
事
事
件
で
の
体
験
、
弁
護
士
会
で

の
議
論
、
判
例
や
論
文
、
教
科
書
な
ど
か
ら
得
た

知
識
か
ら
、
自
分
な
り
に
死
刑
に
つ
い
て
の
考
え

を
持

っ
て
―
′、ま
し
た
が
、
そ
れ
は
弁
護
士
と
し
て

の
知
見
で
あ
り
、
判
決
を
受
け
る
立
場
で
の
思
考

で
し
た
。

そ
こ
で
、
裁
判
官
と
し
て
死
刑
事
件
に
直
面

し
、
死
刑
を
言
い
渡
す
立
場
に
な

コ
て
、
ど
の
よ

弁
護
士
・

元
最
高
裁
判
所
判
事

深
澤

武
久

う
に
考
え
る
の
か
…
…
死
刑
制
度
、
死
刑
の
刑
罰

と
し
て
の
意
味
、
判
例
の
流
れ
、
社
会
の
死
刑
に

つ
い
て
の
見
方
の
変
遷
等
を
検
討
し
て
考
え
を
深

め
て
お
く
必
要
を
感
じ
て
、
死
刑
に
つ
い
て
の
論

文
な
ど
に
目
を
通
す
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
死
刑
そ
の
も
の
に
反
対
な
の
か
贅

成
な
の
か
、
あ
る
い
は
現
行
の
死
刑
に
関
す
る
法

律
が
憲
法
に
適
合
し
て
い
る
の
か
違
反
し
た
も
の

な
の
か
。
前
者
は
極
め
て
哲
学
的
な
も
の
を
含

み
、
告
人
の
倫
理
観
、
宗
教
観
、
人
間
観
、
社
会

観
な
ど
に
よ
っ
て
結
論
が
分
か
れ
、
そ
の
理
由
付

け
も
多
岐
に
わ
た
り
告
人
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は

当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
現
存
す
る
比
刑
に
関

す
る
法
令
が
憲
法
に
適
含
し
て
い
る
か
否
か
を
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
定
の
枠
組
み
の
中

で
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
一
前
者
よ
り
も
論
理
的

な
判
断
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

わ
ね
ま
す
。

そ
う
は
言

っ
て
も
論
理
的
判
断
の
根
底
に
は

先
に
挙
げ
た
価
値
観
に
基
づ
く
判
断
が
影
響
す
る

Ｆ
と
を
免
れ
な
い
と
い
う
難
し
さ
と
複
雑
さ
が
あ

り
ま
す
。
あ
る
価
値
観
に
基
づ
い
て
、
死
刑
に
反

対
だ
か
ら
、
死
刑
に
関
す
る
規
定
が
憲
法
に
違
反

す
る
と
い
う
の
で
は
論
理
性
が
な
く
、
実
務
の
場

で
は
広
が
り
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
現
行
の
死
刑
制
度
が
憲
法
に
違
反
す

る
こ
と
を
論
理
的
に
検
証
す
る
と
き
に
は
、
そ
の

根
底
に
あ
る
価
値
判
断
に
触
祖
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
裁
判
官
と
し
て
死
刑
事
件
に
直
面
し
た
と

き
、
そ
の
両
者
が
絡
み
合

っ
て
決
断
を
迫
ら
机
ま

す
。最

高
裁
判
所
で
は
、
昭
和
２３
年
３
月
１２
日
と
同

５８
年
フ
月
８
日
の
大
法
廷
判
決
は

「死
刑
制
度
を

ノリ・θガ/ご .]、かぎォフたけひさ
●十年1l H Rrf「 u,こ・1115 1

・ ■」rll 静嗣黒
●lJ申 L32年 611 11り 1大学法十1:ti
●■|「
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事
●
ま

し
■
■
、
モ
ｒ
、■
繁

一
．〓

　́
・〓
壁
〓

努
ｔ
↑
Ｊ
〕の
と
し
て
奪
曇
一■
縛
薔
一
）み
、
■
み

こ

し
て
正
直
言
う
ｔ
き
合

っ
て
更
犠
怒
な
サ
４
ぜ
尊

ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
Ｌ
た

．
理
鋳

に
、
こ
の
よ
う
な
竃
み
ほ
職
業
裁
≒
富
が
担
う
べ

き
一驚
喜
」、
裁
判
員
裁
〓
こ̈
お
い
て

一
竣
市
民
で

真
を
裁
オ
．農
ｔ
こ
４
存
・求
め
る
こ
こ
さ
避
す
る
へ

存
置
す
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
犯
行
の
罪
質
、

動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
執
拗

性
、
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺
害
さ
れ

た
被
害
召
の
数
、
遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影

響
、
犯
人
の
年
齢
、
前
科
、
犯
行
後
の
情
状
等
各

般
の
事
情
を
併
せ
考
察
し
た
と
き
、
そ
の
罪
質
が

誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら

も

一
般
予
防
の
見
地
か
ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許

さ
れ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

良
心
と
法
律
に
従

っ
て
法
を
適
用
す
べ
き
裁

判
官
と
し
て
、
私
は
死
刑
に
つ
い
て
の
判
例
の
法

解
釈
を
否
定
す
る
法
理
論
、
価
値
基
準
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
憲
法
第
３‐
条
が
死

刑
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
個
人
の
尊
巌
、
人

権
の
尊
重
も
、
犯
罪
の

一
般
予
防
、
社
去
防
衛
と

い
う
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う

者
．え
は
法
的
に
も
正
し
い
と
者
．え
た
か
ら
で
す
。

人
賀
¢
自
己
の
行
為
ｔ
つ
い
て
の
責
任
の
お
づ
サ

た
こ
●
ラ
壊
源
崎
尊
電
鷲
、
項
害
者
ｔ
〓
す
る
建
．

理

二
■
菫
唾
、
三
轟
ボ一
求
奪
尋
二
〓
撃
Ｉ

，
曇
者
・

アヽ
一二
一
″ヽ
．
一摯
一二‐
．一〓】警
二
言
、〓
一一〓
く
言
や。二
二
驚
一
懇
一与
菖
電
一
一言
″

）
」
″一一一　　　́
二
一
一プ）
ヽ
一
一‡静
一二
・二

　ヽ
）」
‐．ｒ

メ
，′ヽ
轟重
ｔ
ご一
二
三
｝
ぶ
．
菫
Ｆ■
．一

，
〓
｝二
■ヽ

，
一ド■

，

こ

こ
子
三
Ｌ
薔

二
３
理
壼
ｔ
撃
ず
ｉ
Ｆ
、ま
Ｔ
　
委

↓
に
よ
る
死
■
へ
澪
一の
篭
興
は
奮
羅
撃ス
能
で
、
賢

極
の
人
権
侵
害
で
あ
り
ま
す
。
誤
判
を
避
け
る
た

め
に
細
心
の
注
意
と
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
当
然
で
、
そ
の
た
め
に
裁
判
官
は
全
知
全

〓
」一亀
三
〓

■^
■
■
〓
一　
稽
苺
Ｔ
甘
０
　
一〓
彗
〓

一
Ｊ
Ｉ
Ｉ
〓

ヽ
二
う
毒

二
〓
一
二
ユ
壌
Ｉ
下
．す
・

そ
種

）
み
一
）気
持
ち

，
募

与
・
琶
ｒ
女
・摯一〓
「

刃
窃
で
瑠

し
て
積
す
こ

こ
に
な

っ
て
七
曖
．

わ
な
い
こ
悪
い
、
粟
議

す
ノ
フ
を
携
琴
し
て

〓
掛
け
、
マ
ン
シ
ョ
ン
翁
エ

ノ
ヘ
‐
タ
ー

言
―
ル
で
、
文
ｔ

（雪
諄
■
歳
）
奪
〓
彗
．摯

能
を
傾
け
、
心
血
を
注
い
で
事
件
に
取
り
組
み
、

些
か
で
も
疑
間
が
あ
れ
ば
死
刑
判
決
を
避
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

人
間
の
営
み
Ｃ
あ
る
か
ら
絶
対
の
誤
り
が
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
絶
対
に
誤
リ

の
な
い
こ
と
を
求
め
て
金
力
を
傾
ＩＪ
た
確
信
の
も

と
に
判
決
を
言
い
渡
す
の
で
す
。
誤
判
し
な
い
と

い
う
傲
慢
な
心
で
は
な
く
被
告
人
と
被
害
者
の
命

に
対
す
る
霊
敬
の
念
と
謙
虚
さ
を
持
っ
て
審
理
に

臨
み
、
そ
れ
に
対
す
る
信
頼
の
上
に
裁
判
制
度
が

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
が
裁
判
長
と
し
て
死
刑
判
決
を
言
渡
し
た

被
告
人
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
が
新
間
に
報

じ
ら
れ
ま
―′
た
。
そ
れ
に
自
分
が
関
わ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
様
々
な
思
い
が
あ
り
、
心
の
痛
み
を

一
三
二

　ヽ
著
菫

∴
≡

一̈■
■

■
一

豊
行

ｒ
∴
曇
〓
｝マ
整
〓

〕ぶ
う

こ
圭
Ｉ
　
諄
■
一

で
■
．身
〓
丁
ｔ
凄
彗
ゃ
ギ

継ヽ
墓
予
響
モ
ｔ

，）
ち
一ヽ

死「
‐
=つ

tヽての世論調査の結果

職撼 容認 ■■ 廃上 緻野 わメ,1ら ない

1994年

1999年
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2004年

2009年
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「基本
=|=観

奮 T驚す縁

隠 特別寄稿

1994年

1999年

2004年

2009年

2014好

2019年

要

電

亡

　

費

等

覇

書

理

理

葉

ｌ

ｔ

埋

書

竜

夢

〓

彎

ニ

イヽ
一崚
．　
・苺
一掛
一メ
「
、キ
〓番
サ́
一
ヽ
「
、　
〓一
一一．

ま
４
言
Ｉ
Ｆ
。■
二
二
、
饗
〓
．■
一（ニ
タ
一奪
寛
モ

一
ア
■
言
ゴ
一墓
¨
一■
・・〕理
墓
〓
菫
・・ず
二
〓
ま
す
　
華
一

ｔ
に
よ
る
死
菫
執
行
の
篭
粟
ぶ
〓
復
ス
籠
て
、
買

極
の
人
権
侵
害
で
あ
り
ま
す
。
誤
判
を
避
け
る
た

め
に
細
心
の
注
意
と
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
当
然
で
、
そ
の
た
め
に
裁
判
官
は
全
知
全

曜
鷲
縄
年
３
露
一■
Ｅ
、
被
告
人
は
、
奎
室

に
Ｆ
も
っ
て
い
る
時
に
若
い
女
性
に
対
す

る
憎
し
み
の
気
持
ち
が
募
り
、
若
い
女
性
を

刃
物
で
刺
し
て
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
も
構

わ
な
い
と
思
い
、
果
物
ナ
イ
フ
を
携
帯
し
て

出
掛
け
、
マ
ン
シ
∃
ン
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

ホ
ー
ル
で
、
女
性

（当
時
１９
歳
）
の
左
背
部

を
果
物
ナ
イ
フ
で
突
き
刺
し
て
傷
害
を
負

わ
せ
る
殺
人
未
遂
を
狙
し
、
同
年
９
月
１７
日

に
は
、
独
り
歩
き
の
若
い
女
性
を
襲
っ
て
金

品
を
強
取
し
よ
う
と
決
意
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
で
、
女
性
Ｉ
当
時

‐８
歳
）
の
頭
部
等
を
金
属
製
パ
イ
プ
で
数
回

殴
打
す
る
な
ど
し
て
、
セ
カ
ン
ド
バ

ツ
グ
を

強
取
し
た
。

そ
の
後
、
被
告
人
は
、
建
設
現
場
等
で

一

時
稼
働
し
た
が
、
や
が
て
ま
た
自
室
に
引
き

こ
も
り
、
所
持
金
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
い

た
と
こ
ろ
、
昭
和
６３
年
１
月
１５
日
、
外
を
通

る
若
い
女
性
の
は
じ
ゃ
い
だ
声
を
聞
い
て
、

若
い
女
性
に
対
す
る
憎
し
み
の
気
持
ち
が

高
ま
り
、
若
い
女
性
を
刃
物
で
刺
し
殺
し
て

金
品
を
強
取
し
よ
う
と
決
意
し
、
刺
身
包
丁

を
持
っ
て
自
室
を
出
て
、
地
下
鉄
の
駅
通
路

付
近
を
独
り
で
歩
い
て
い
た
女
性

（当
時
１９

歳
）
を
認
め
、
同
女
の
胸
部
を
刺
身
包
丁
で

突
き
刺
し
て
殺
害
し
た
が
、
駆
け
つ
け
る
名

の
足
音
を
聞
い
て
逃
走
し
た
た
め
、
金
品
強

取
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
．

一じ

ｔ

咽
幸

∵

竃
霧

奎

、
選
澤
・

人
手
ら
金
塁
を
強
覇

）ぶ
う
と
全
て
、
諮
上

で
刺
身
包
丁
を
携
警
し
て
強
奎
予
農
を
推

し
た
。

命
の
重
さ
に
つ
い
て
考
え
る

「人
の
命
は
地
球
よ
り
重
い
」
と
い
い
ま
す
が
、

被
告
人
は
自
己
印
飲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
通

り
す
が
り
の
女
性
に
通
り
魔
的
に
襲
い
か
か
り
、

何
の
罪
も
な
い
若
い
女
性
の
命
を
理
不
尽
に
奪

い
、
所
持
す
る
金
品
を
強
取
し
ま
し
た
。
校
害
者

に
は
何
の
落
ち
度
も
な
く
、
た
ま
た
ま
そ
こ
を
通

り
か
か
っ
た
た
め
に
殺
害
さ
れ
る
、
そ
の
恐
怖
と

驚
愕
、
春
秋
に
富
む
将
来
を
失
っ
た
被
害
者
の
無

念
、
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
み
は
、
計
り
知
れ
な
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

犯
行
現
場
の
凄
惨
、
無
残
な
状
況
、
解
剖
に
付

さ
れ
物
体

に
等
し
い
状
態

に
化
し
た
被
害

者
…
…
。
変
わ
り
果
て
た
被
害
者
の
姿
を
目
の
あ

た
り
に
し
て
、
突
然
襲
わ
れ
た
不
幸
に
驚
愕
、
狼

狽
し
、
そ
れ
ま
で
の
平
穏
な
生
活
が
、
悲
嘆
と
苦

難
に
満
ち
た
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
現
実
に

戸
惑
う
家
族
。
そ
の
事
実
を
前
に
し
て
、
す
べ
て

の
死
刑
廃
止
論
は
、
私
に
と
っ
て

「現
実
を
無
視

し
た
空
し
い
机
上
の
空
論
」
に
響
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
法
理
論
を
超
え
た
、
人
間
と
し
て
の
生
き

Ｌ
鰤

馨
し
ま
し
た
が
，
そ
れ
な
繁
≒
奮
と
い
う
職
に

あ
っ
た
も
の
と
し
て
の
当
然
の
苦
し
み
、
悩
み
と

し
て
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
克
服
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
は
職
業
裁
判
冨
が
担
う
べ

き
も
の
で
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て

一
般
市
民
で

あ
る
裁
判
員
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
避
け
る
べ

き
で
あ
る
と
も
考
え
ま
し
た
。

【参
考
事
例
】

平
成
１３
年
１２
月
６
日
判
決

同
９
年

｛あ
）
第
６
１
４
号
強
盗
殺
人
、
殺

人
未
遂
、
強
盗
傷
人
、
強
盗
予
備
被
告
事
件

被
告
人
は
、

２８
歳
の
時
に
女
性

（当
時
２４

歳
）
の
胸
部
を
包
丁
で
突
き
刺
し
て
死
亡
さ

せ
て
現
金
を
奪
う
と
い
う
強
盗
殺
人
を
犯

し
、
無
期
懲
役
に
処
せ
ら
れ
、
昭
和
印
年
４

月
に
４７
歳
で
仮
出
獄
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

服
役
申

心
の
支
え
と
し
て
い
た
蛭
と
の
再

会
が
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
落
胆
し
、

稼
働
意
欲
も
喪
失
し
て
、
自
室
に

一
人
で
こ

も
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

被
告
人
は
、
昭
和
嘔
年
こ
ろ
、
若
い
売
春

婦
か
ら
病
気
を
う
つ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

前
刑
の
強
盗
殺
人
事
件
も
そ
れ
が
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
考
え
、
若
い
女
性
に
対
し
て

憎
し
み
の
情
を
抱
き
続
け
て
い
た
。

死購轟止轟

すべての:7案 こ言

死刑を震上 _=_

通常犯罪奪み翌■  ,

事実上廃二

(過去10年胃
=‐

■
=11■

崚

3  2922.90人 補申りうW
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方
、
倫
理
観
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
。

筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
悲
惨
な
現
実
を
目
の

前
に
し
て
死
刑
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
．
被
害

者
の
命
の
重
さ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら

よ
い
の
で
し
よ
う
か
。
被
害
者
の
命
の
重
さ
と
自

己
の
命
の
重
さ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。
人
の
命
を
奪
っ
た
者
が
、
自
己
の

命
で
償
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
そ
れ
を
拒
む
こ
と

は
許
さ
れ
る
の
で
し
よ
う
か
。
そ
れ
は
正
義
に
惇

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

先
刑
判
決
言
渡
し
の
日
は
朝
か
ら
気
が
重
く
、

雨
の
日
は
い
っ
そ
う
陰
鬱
を
さ
そ
い
ま
す
．
傍
聴

者
４０
名
余
、
「死
刑
に
反
対
す
る
会
」
の
メ
ン
バ
ー

ら
し
き
人
の
姿
も
あ
る
中
、
開
廷
前
の
三
分
間
の

写
真
撮
影
が

一
層
長
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

「本
件
、
上
告
を
棄
却
す
る
」

主
立
を
読
み
上
げ
る
と
同
時
に

「死
刑
反
対
」

と
書
か
れ
た
紙
を
掲
げ
る
人
、
「死
刑
反
対
」
と
叫

ぶ
人
、
と
き
に
は

「人
殺
し
」
と
叫
ぶ
人
も
あ
り

ま
す
。

騒
然
と
し
た
法
廷
か
ら
審
議
室
に
戻

っ
て
も
、

当
然
す
ぐ
に
は
仕
事
が
手
に
つ
き
ま
せ
ん
を
被
告

人
の
顔
を
見
て
い
な
い
上
告
書
で
も
そ
う
な
の
だ

か
ら
、
被
告
人
と
対
面
し
言
葉
を
交
わ
す
事
実

審
、
特
に

一
審
の
裁
判
官
の
気
持
ｂ
は
察
す
る
に

余
り
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

裁判に報りがあったとき、Lliり 返 |がつかなしヽ

生かしておいて罪の償いなさせた方がよい

批刑を凄上しても凶悪犯罪が増えると思わない

用農Jであっても人道に反し、野蛮である

国家であっても人ケ鶯す

「

ルlt許されなしヽ

凶患把にも、更生の可能性がある

死刑制度を廃上する理由

その地
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【編集後記】

会報を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

す昨年 より会報表紙の写真に採用 してきた著荷谷キャンパスと駿河台キャンパ

スが竣工式を終え、運用が始ま りました。

幹事会で総会・懇親会を新 しいキャンパスで行えないか検討をしましたが、会

報発行の段階で会議室等の運用・借用方法に不明な点が多く、会報発送時に皆さ

んにお集まりいただく確約を取ることが難 しい状況でした。次年度の総会・懇親

会 (第 43回 )は この新 しいキャンパスにて行えるように努力 していきたいと思

つてお ります。

今回の会報 としては法学部 との交流から、中大前理事長・深沢武久先生の記事

や 白鴎大学教授 0水野紀子先生の記事を掲載することが出来ました。

深沢先生の記事は死刑制度に関する件で、世界で死刑制度を廃止 している国

が 100か国以上もあり、 日本は死刑制度が存置 されている国に分類 されている

とい うことです。人命尊重 とい う問題か ら死刑制度の在 り方。被害者の方々の

思いを考慮 した上でどのように対応 したら良いかを考えさせ られる内容です。

水野紀子 4¥先生のお話は 「離婚の効果を考える」とい う内容で、離婚経験者

の私 (田 澤)に とつても身につまされる内容で した。今後ますます離婚は増加 し

ていく傾向にあ ります。離婚するのもしないのも自由ではありますが、離婚に

伴 う問題ノ点を十分理解 して自分達の感情をコン トロール していかなければなら

ないとも′思いました。

白門化学クラブ支部では、今回掲載 させていただいた法学部関連の記事のよ

うに他学部・他学科 との交流を深め、新 ししや情報を皆様にお届けしていきたいと

思っています。また皆様の思い、趣味や ご意見、感想 も会報に掲載 したいと考

えています。お待ちしていますので、ぜひよろしく。

最後に毎回同じことにな りますが、今回の会報製作に協力 していただいた皆

様にお礼を申し上げます。

幹事一同
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